
                         ４                                                          １ 

６ 重点的に取り組む事項  

 協働のまちづくりは様々な課題を解決し、暮らしやすいまちづくりを進めるため、市民一人ひとりが主体

的にできる範囲で自分にできることに取り組むことが基盤となります。第１次協働推進計画の評価・検証を

踏まえ、第２次協働推進計画では、市民一人ひとりが協働の意識を高め、主体的にまちづくりに参画できる

よう、以下の事項に重点的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 協働を担うあらゆる主体と市民活動サポートセンターの機能・役割  

各主体は主体的にそれぞれの役割を果たします。ただし、課題解決に協働が必要な場合は、各主体が特性

を活かし不足を補いながら協働できるよう、市民活動サポートセンターは主体間の中間支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次 安曇野市協働のまちづくり推進基本方針 

及び協働のまちづくり推進行動計画（案）概要 

１ 計画の必要性  

近年、急速に進展する少子高齢化や人口減少など社会情勢が大きく変化する中で、多様化・複雑化した地

域課題が山積し、非常に解決が難しくなっています。また、東日本大震災や熊本地震などの大きな災害を経

験する中で、お互いに支え合い、助け合う必要性が改めて見直されています。これからの地域社会では、市

民一人ひとりはもとより、区など自治会や市民活動団体、企業、教育機関、行政など、あらゆる主体がまち

づくりの担い手であることを自覚し、その役割と責任を果たしながら力を合わせること、すなわち「協働」

により地域課題の解決に取り組むことが求められています。 

こうした社会全般の変容の中で、誰もが安曇野市に愛着と誇りをもち、心豊かに幸せに暮らせる社会づく

りを目指し、本市の自治を推進する上で必要な事項をルール化するため、平成 29（2017）年４月に「安曇

野市自治基本条例」を制定しました。 

第２次「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまち

づくり推進行動計画」（以下、「協働推進計画」という。）は、安

曇野市自治基本条例に則り協働のまちづくりの具現化を図るため、

市民一人ひとりが行動し、お互いがつながり、信頼し合い、協力し

合い、支え合うまちづくりを推進することを目指し策定します。 

２ 位置づけ  

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間  

 

４ 協働のまちづくり推進の理念  
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【基本構想（将来都市像）】 

「北アルプスに育まれ 共に響き合う 田園産業都市 安曇野」 
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平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度までの５年間 

①協働に関する情報を収集・一元化し、情報を必要な方が必要な情報を得られる提供方法の工夫 

②あらゆる主体相互をつなぎ、多様な協働をつくり出す協働コーディネート機能の充実 

③協働のまちづくりを担う人財の発掘と活用 

④あらゆる主体が自立した市民活動の継続に必要な支援の充実 

⑤市民一人ひとりの協働の意識づくりと主体的な市民活動の促進 

•まちづくりの主役として、
主体的に地域課題解決に参
画します。

市民

•地域の課題を地域で解決
し、多くの区民が参画する
仕組みを構築します。

区など

自治会

•自分たちの能力や経験を
活かすとともに、あらゆる
主体との連携を強化します。

市民活動
団体

•様々な地域活動や公益活
動への参画に努めます。企業

•児童、生徒、学生の教育的
視点から、地域課題の解決の
場に参画します。

教育機関

•市民の課題やニーズを捉え、
課題解決のための施策を展開
します。

行政

（市）

１ いきいきと健康に暮らせるまち 

２ 魅力ある産業を維持・創造するまち 

３ 自然環境を大切にするまち 

４ 安全・安心で快適なまち 

５ 学び合い 人と文化を育むまち 

基本目標 

方針１ 協働によるまちづくりの推進 

方針２ 広報・広聴の充実 

方針３ 地域情報化の推進 

方針４ 質の高い行政経営の推進 

方針５ 健全財政の堅持 

経営方針 

安曇野市自治基本条例における協働の領域 

区など自治会 市民活動団体 

企業 教育機関 

市民 

市 

市民活動サポートセンター 
（中間支援） 

 
・協働を生み出すコーディネート 

・協働に関する情報の拠点 

・課題の解決まで寄り添う伴走型の相談支援 

・市民活動のスキルアップ支援 

・協働を担うあらゆる主体のネットワークづくり など 

 

・地方自治法に規定された権能

に基づく役割 

・安曇野市議会基本条例 

議会 

･･･主体間の連携、協力 

連携 

連携 

市社協、他自治体、その他行政機関など 

協働のまちづくりは、私たち一人ひとりが心豊かに幸せに暮らすため、

環境や考え方など特性の異なる主体同士が、目的や課題を共有し、それぞ

れの特性を活かし、主体的・自発的に、役割を担い合い、対等な立場で連

携することです。 
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５ 施策体系  

 

 

 

 

（１）あらゆる主体が情報共有するための仕組み
●収集した情報の整理、一元化
（２）効果的な情報発信の仕組み
●様々な媒体や場を活用した発信
●地元メディアの活用
●「出前講座」の拡充

基本施策２
情報の共有化及び提供システムの構築

基本施策１
協働コーディネートスキルの向上

基本施策２
協働を担う人財のネットワークづくり

（１）協働コーディネートスキル向上の機会づくり
●協働コーディネートに必要なスキルを学ぶ機会づくり
（２）実践によるスキルアップ機会の提供
●講座修了者等の実践によるスキルアップ機会の提供

（１）人財情報の活用
●「まちづくり人財バンク」（仮称）の設置
（２）人財のネットワークづくり
●講座修了生等の交流会の開催

（１）区など自治会への加入促進支援
●地域活動への参画のための区加入促進支援
（２）地域の課題を地域で解決するための支援
●「区マニュアル」「コミュニティ・マニュアル」の推進支援
●地域課題の解決への職員参画
●区の役員等のスキルアップ支援
（３）あらゆる主体間の連携支援
●あらゆる主体相互の協働による課題解決支援

（１）市民活動に関するPRの実施
●イベント等の機会の活用による協働のＰＲ
（２）市民活動体験機会の提供
●市民活動やボランティア活動体験プログラムの開催
（３）多くの市民参加によるまちづくり支援
●区民総参加の仕組みに関する情報提供
（４）市民が自ら立案した企画の実現に向けた支援
●市民企画の実現に向けた相談等支援

基本施策１
情報収集システムの構築

（１）協働を担うあらゆる主体に関する情報収集
●取材活動等によるあらゆる主体の情報収集
●協働推進に活用するアンケート調査の実施
（２）各種支援に関する情報収集
●各種補助金やスキルアップ講座等の情報収集
●学習の機会に関する情報収集
（３）実践の場の確保に関する情報収集
●学習や活動の場に関する情報収集
（４）人財に関する情報収集
●地域課題解決のスキルやノウハウをもつ人財情報の収集

基本施策１
協働の意識づくりと市民活動の円滑な
運営支援

具体的施策と主な行動要領

「
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【基本方針３】
協働コーディネートの充実
に向けた人財の発掘・養成

あらゆる主体が協働で課題解決に取り組む
ためには、主体同士をつなぐ協働コーディ
ネーターが重要な役割を担います。あらゆ
る主体の中間で、相互理解や対等でより良
い関係づくりなどを担う人財を発掘し、そ
の人財のスキルの向上を図ります。

市民一人ひとりがまちづくりの主役として
の自覚と責任をもてるよう意識づくりに取
り組むとともに、あらゆる主体の主体的な
市民活動への参画を促進します。

多様な協働の取り組みについて市民に浸透
させていくとともに、市民一人ひとりがま
ちづくりに関心を持ち、主体的にまちづく
りに参画するために必要な情報を収集し、
情報を必要とする方が必要な情報を得られ
る仕組みづくりに取り組みます。

基本方針 基本施策

基本施策２
地域課題解決への参画促進

基本施策３
市民活動への参加機会の創出

【基本方針１】
協働の意識づくりと

主体的な市民活動の促進

【基本方針２】
情報共有の仕組みづくり

（１）まちづくりや協働に対する関心・意識の向上
●協働理解のための研修会、講演会、講座等の開催
●市職員の協働理解及び意識向上
（２）相談支援の充実
●市民活動に関するあらゆる相談支援
（３）市民活動の運営スキルアップ講座の開催
●持続可能な運営に向けたスキルアップ講座の開催


